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県内私立学校における新型コロナウイルス感染症クラスター事案の発生について 

 

県内私立学校において、新型コロナウイルス感染症クラスター事案（県内133例目～136例目、

98名）が発生しました。学校内の寮やクラブ活動で使用する体育館において、それぞれ感染が拡大

したと推定されます。 

 

１ 発生場所 

  県内私立学校 

 

２ 感染者の概要 

（１）Ａ寮（クラスター事案 県内133例目） 

・経 緯：1月17日に１例目（有症状での受診）の感染を確認 

       その後、有症状者、もしくは濃厚接触者等の検査結果から、36例の感染を確認 

・感染者内訳：生徒３７名（１０代） 

・感染者番号：18248、18697、18698、18699、18701、18702、18703、21161、21162、21163、

21164、21166、21167、21168、21169、21170、21171、21172、21173、21174、

21175、21176、21177、21178、21179、21180、21181、21182、21183、21184、

21185、21186、21187、21188、21189、30040、30041（報道発表1月19日から 

2月4日） 

・クラスター発生の要因の推定 

寮内における同部屋での生活や、食堂、トイレ等の共同施設の利用により、感染が拡大した

ものと推定される。 

 

（２）Ａ体育館（クラスター事案 県内134例目） 

・経 緯：1月16日に１例目（有症状での受診）の感染を確認 

       その後、有症状者、濃厚接触者等の検査結果から、35例の感染を確認 

・感染者内訳：生徒３６名（１０代）  

・感染者番号：17665、18133、18194、18240、18243、18245、18247、18248※、18250、

18251、18260、18439、18630、18631、18690、18691、18692、18693、18694、

18706、18818、19142、20027、20763、20810、21121、21122、21123、21124、

21125、21130、21132、21816、23377、24402、30039（報道発表1月17日から 

2月4日） 

※は（１）のクラスターに含まれる感染者を重複して記載 



・クラスター発生の要因の推定 

体育館におけるマスクを外した状態での練習や、更衣室、トイレ、給水設備等の共用によ

り、感染が拡大したものと推定される。 

 

（３）Ｂ寮（クラスター事案 県内135例目） 

・経 緯：1月17日に１例目（有症状での受診）の感染を確認 

       その後、有症状者、濃厚接触者等の検査結果から、16例の感染を確認 

・感染者内訳：生徒１７名（１０代）  

・感染者番号：18245※、18689、21126、21127、21128、21129、21131、21133、21134、

21135、21136、21137、21138、21817、30036、30037、30038（報道発表1月19

日から2月4日） 

       ※は（２）のクラスターに含まれる感染者を重複して記載 

・クラスター発生の要因の推定 

寮内における同部屋での生活や、食堂、トイレ等の共同施設の利用により、感染が拡大した

ものと推定される。 

 

（４）Ｂ体育館（クラスター事案 県内136例目） 

・経 緯：1月17日に１例目（有症状での受診）の感染を確認 

       その後、有症状者、濃厚接触者等の検査結果から、10例の感染を確認 

・感染者内訳：生徒１１名（１０代）  

・感染者番号：18341、18523、18524、18579、18636、18649、18696、18702※、18707、

18758、22462（報道発表1月20日から1月27日） 

       ※は（１）のクラスターに含まれる感染者を重複して記載 

・クラスター発生の要因の推定 

体育館におけるマスクを外した状態での練習や、更衣室、トイレ、給水設備等の共用によ

り、感染が拡大したものと推定される。 

 

３ 県の対応 

 ・濃厚接触者の外出自粛要請及び健康観察実施。 

 ・私立学校に対して、引き続き感染リスクの高い活動の制限・自粛を求め、特に屋内体育施設の

ける感染対策や、生徒の体調管理の徹底等を行うよう通知。 

 

４ 学校の対応 

 ・各施設の消毒を行い、１月１９日から２月１日まで休業。 

 ・寮生活においては、消毒液の設置場所を増やし、各室の出入りの際の消毒を徹底するなどの感

染対策を強化。 

 ・クラブ活動においては、体調不良時に生徒が参加しないよう徹底することや、使用施設のこま

めな換気、活動前後の共用設備の消毒、部室・更衣室でのマスク着用など、感染対策を改めて徹

底。 

 



 

当クラスター事案については、すべての濃厚接触者の健康観察期間が経過しており、対応は終了し

ています。 

感染症法第 16条第 2項による個人情報保護の観点から、個人情報については、特定されることのない

よう、格段のご配慮をお願いします。関係者等への取材はご遠慮ください。 


